
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既にご加入の方へ 

～ ☆ ～ ☆ ～ 貯蓄共済の税務上の取扱いはご存じですか ～ ☆ ～ ☆ ～ 

経費（手数料）部分、保険料部分は、つぎの扱いにより税務処理をします  

お問い合わせ【伊豆市商工会】 ＴＥＬ 0558-72-8511 

法人企業が掛金を支払う場合 個人事業主が掛金を支払う場合 

被保険者 受取人 取り扱い 被保険者 受取人 取り扱い 

役員のみ 法  人 損金(福利厚生費) 事 業 主 親 族 － 

役員・従業員 法  人 損金(福利厚生費) 専従者のみ 親 族 － 

役員のみ 親  族 役員報酬 専従者・全従業員 事業主 必 要 経 費 

役員・従業員 親  族 損金(福利厚生費) 従 業 員 親 族 必 要 経 費 

自己資金を貯めながら万一に備える 

商工会の貯蓄共済 

 

保険 
安い保険料！ 

万一のときには 

死亡保険金＋積立金 

をお支払いします 

 

融資 
一定の条件のもとに 

融資を受けられます 

 

貯蓄 
毎月の掛け金で 

自己資金が蓄積されます 

緊急時には一部払い出す 

こともできます 

貯蓄共済について詳しくは、商工会へご相談ください 

貯蓄○満期時には満期金（解約時は解約金）が受け取れます 

安心○満期時に継続を希望される方は健康状態を問いません 

緊急○解約せずに資金の一部を取り崩す「一部払出」ができます 

保障○５日以上の入院や障害・要介護となったとき、加入口数等に 

応じてお見舞金を支払います 


